
 2

序
　
章
　
華
族
と
華
族
動
物
学
者
た
ち

　�

　

7

1　

華
族
制
度
と
華
族
学
者
た
ち
（
7
）／
2　

爵
位
と
経
済
力
（
9
）／
3　

帝
国
議
会
議
員
の
華
族
動
物

学
者
た
ち
（
11
）／
4　

華
族
履
歴
と
参
議
院
所
蔵
の
議
員
履
歴
書
（
14
）／
5　

帝
国
議
会
議
事
録
か
ら
読

み
取
れ
る
も
の
：
憲
政
史
上
初
の
乱
闘
議
会
を
例
に
し
て
（
15
）／
6　

華
族
動
物
学
者
議
員
は
帝
国
議
会
で

何
を
語
っ
た
の
か
？
（
17
）

第
一
章
　「
蟲
好
き
で
は
錚
々
た
る
も
の
」
と
い
わ
れ
た
有
力
政
治
家

　�

　

21

★

―
―

★

三
島
弥
太
郎

1　

経
歴
（
22
）／
2　

貴
族
院
の
会
派
と
研
究
会
：
貴
族
院
有
力
議
員
と
な
っ
た
背
景
（
24
）／
3　

三
島

弥
太
郎
の
手
紙
（
29
）／
4　

理
系
思
考
が
垣
間
見
え
た
馬
匹
去
勢
法
案
（
31
）／
5　

呼
ば
れ
て
も
い
な
い

の
に
、
蠶
病
豫
防
法
案
の
特
別
委
員
会
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
く
（
34
）／
6　

虫
好
き
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
欠
く
（
36
）／
7　

裏
方
と
し
て
害
獣
防
除
研
究
を
支
援
（
38
）

第
二
章
　
帝
国
議
会
に
籍
を
置
く
の
が
遅
す
ぎ
た
鳥
類
学
者

★

―
―

★

黒
田
長
禮

　�

　

41

1　

鳥
類
学
者
黒
田
の
略
歴
（
43
）／
2　

華
族
履
歴
に
見
る
経
歴
（
44
）／
3　

黒
田
が
会
っ
た
〝
高
千
穂

宮
司
〟
と
は
誰
の
こ
と
か
？
（
46
）／
4　

父
長
成
と
は
あ
え
て
別
の
会
派
に
所
属
す
（
47
）／
5　

帝
国
議

会
で
は
徹
底
し
て
口
を
閉
ざ
す
（
48
）／
6　

ト
ン
ボ
採
集
禁
止
を
求
め
る
珍
請
願
（
50
）／
7　

国
立
公
園

設
置
を
求
め
る
請
願
に
見
解
示
さ
ず
（
52
）／
8　

原
爆
を
め
ぐ
る
請
願
：
戦
後
帝
国
議
会
で
の
態
度
（
53
）

／
9　

貴
族
院
入
り
は
遅
す
ぎ
た
か
（
55
）

第
三
章
　〝
典
型
的
な
〟
鳥
類
学
者
議
員

★

―
―

★

蜂
須
賀
正
氏

　�

　

57

1　

略
歴
（
59
）／
2　

参
議
院
所
蔵
の
履
歴
書
（
61
）／
3　

虫
屋
視
点
で
見
る
と
、
最
も
〝
典
型
的
な
〟



3 目　次

鳥
類
学
者
（
63
）／
4　

議
会
の
サ
ボ
リ
癖
（
66
）／
5　

委
員
会
で
は
最
低
限
し
か
口
を
開
か
ず
（
68
）／
6   

自
然
史
博
物
館
建
設
請
願
に
も
沈
黙
を
貫
く
（
70
）／
7　

結
論
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
の
や
る
気
は
カ
ケ
ラ

も
な
し
。
学
者
議
員
の
典
型
か
？
（
72
）

第
四
章
　
マ
ン
グ
ー
ス
導
入
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
先
見
の
明

★

―
―

★

中
川
久
知

　�

　

75

1　

経
歴
（
77
）／
2　

外
来
種
マ
ン
グ
ー
ス
の
導
入
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
（
80
）／
3　

中
川
久
知
ゆ
か
り
の

チ
ョ
ウ
の
標
本
が
福
岡
県
英
彦
山
で
発
見
さ
れ
る
（
83
）／
4　

華
族
動
物
学
者
と
し
て
は
例
外
的
な
衆
議
院

議
員
（
85
）／
5　

当
選
に
至
る
経
緯
（
86
）／
6　

帝
国
議
会
に
て
（
89
）／
7　

同
時
代
人
か
ら
の
評
価

（
92
）

第
五
章
　
人
柄
を
買
わ
れ
た
〝
鳥
の
公
爵
〟

★

―
―

★

鷹
司
信
輔

　�

　

95

1　

略
歴
（
96
）／
2　

世
間
か
ら
議
長
候
補
と
目
さ
れ
た
貴
族
院
の
重
鎮
（
100
）／
3　

貴
族
院
委
員
会
で

は
鳥
類
学
者
と
し
て
の
専
門
知
識
を
ほ
と
ん
ど
い
か
せ
ず
（
101
）／
4　

議
会
で
は
基
本
ベ
ン
チ
ウ
ォ
ー
マ
ー

（
102
）／
5　

国
立
公
園
法
案
特
別
委
員
会
に
選
ば
れ
な
が
ら
も
…
…
（
103
）／
6　

あ
わ
や
物
理
学
者
田
中
館

愛
橘
と
の
論
戦
勃
発
寸
前
に
！
（
104
）／
7　

戦
争
へ
の
協
力
（
106
）／
8　

ほ
ぼ
唯
一
の
自
主
的
な
演
説

か
？
「
国
立
自
然
科
学
研
究
施
設
を
充
実
さ
せ
よ
」（
107
）／
9　

戦
後
の
帝
国
議
会
に
お
け
る
姿
勢
（
109
）

／
10　

温
厚
篤
実
な
人
柄
が
買
わ
れ
た
か
？
（
110
）

第
六
章
　
国
立
自
然
史
博
物
館
建
設
を
訴
え
た
博
物
学
者

★

―
―

★

高
千
穂
宣
麿

　�

　

113

1　

経
歴
（
一
）：
明
治
一
六
年
、
英
彦
山
神
社
宮
司
と
な
る
ま
で
（
115
）／
2　

経
歴
（
二
）：
東
京
遊
学
を

志
す
（
116
）／
3　

経
歴
（
三
）：
英
彦
山
脱
出
計
画
（
118
）／
4　

経
歴
（
四
）：
仮
病
で
サ
ボ
っ
て
虫
捕
り

を
し
た
最
初
の
日
本
人
？
（
119
）／
5　

経
歴
（
五
）：
二
回
目
の
英
彦
山
脱
出
計
画
（
120
）／
6　

経
歴

（
六
）：
私
立
昆
虫
学
研
究
所
の
設
立
（
122
）／
7　

経
歴
（
七
）：
つ
い
に
念
願
の
貴
族
院
議
員
へ
（
124
）／
8   



 4

経
歴
（
八
）：
貴
族
院
議
員
選
挙
の
落
選
と
再
当
選
（
127
）／
9　

経
歴
（
九
）：
貴
族
院
議
員
選
挙
の
再
度
の

落
選
と
英
彦
山
へ
の
帰
還
（
130
）／
10　

帝
国
議
会
で
の
姿
勢
：
国
立
公
園
利
権
へ
の
警
戒
（
133
）／
11　

帝

国
議
会
で
の
主
張
：
若
手
研
究
者
に
然
る
べ
き
ポ
ス
ト
を
与
え
よ
！
（
135
）／
12　

国
立
自
然
史
博
物
館
を
有

し
て
帝
国
は
初
め
て
一
等
国
と
な
れ
り
（
136
）／
13　

最
晩
年
（
138
）／
14　

九
州
大
学
昆
虫
学
教
室
に
遺
し

た
も
の
（
142
）／
15　

大
変
面
白
い
人
で
は
あ
る
け
れ
ど
（
145
）

第
七
章
　
元
虫
捕
御
用
の
近
代

★

―
―

★

田
中
芳
男

　�

　

149

1　

略
歴
（
151
）／
2　

軽
視
さ
れ
て
き
た
元
老
院
議
官
時
代
（
153
）／
3　

元
老
院
議
官
と
し
て
：
獣
医
の

軍
務
負
担
を
軽
減
せ
よ
！
（
155
）／
4　

細
か
い
文
言
に
こ
だ
わ
る
実
務
型
議
員
（
158
）／
5　

綿
作
保
護
を

求
め
て
（
160
）／
6　

虫
捕
御
用
の
精
神
は
死
な
ず
（
163
）／
7　

我
、
政
局
に
は
関
与
せ
ず
（
166
）／
8　

勅

選
貴
族
院
議
員
の
使
命
を
全
う
（
167
）

第
八
章
　
志
半
ば
に
斃
れ
た
蝶
類
学
者

★

―
―

★

仁
禮
景
雄

　�

　

171

1　

海
軍
兵
学
校
退
校
ま
で
（
173
）／
2　

明
治
四
二
年
北
海
道
に
お
け
る
足
跡
（
174
）／
3　

ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
を
経
由
し
て
英
国
へ
（
176
）／
4　

帰
国
後
の
療
養
生
活
と
結
婚
（
180
）／
5　

大
正
二
年
、
再
び
北
の
大

地
に
（
182
）／
6　

台
湾
と
の
つ
な
が
り
（
183
）／
7　

仁
禮
景
雄
と
斎
藤
実
・
春
子
夫
妻
（
187
）／
8　

志
半

ば
で
病
に
倒
れ
る
（
190
）／
9　

海
外
産
チ
ョ
ウ
類
標
本
の
散
逸
（
190
）／
10　

青
山
霊
園
に
眠
る
（
192
）

第
九
章
　
昆
虫
翁
の
議
会
対
策

★

―
―

★

名
和
靖

　�

　

195

1　

岐
阜
県
そ
の
他
か
ら
の
補
助
金
（
196
）／
2　

明
治
四
〇
年
の
研
究
所
収
支
表
（
198
）／
3　

国
の
予
算

獲
得
を
目
指
し
て
：
帝
国
議
会
に
お
け
る
攻
防
・
第
一
ラ
ウ
ン
ド
（
199
）／
4　

建
議
案
の
否
決
と
可
決
：
帝

国
議
会
に
お
け
る
攻
防
・
第
二
、
第
三
ラ
ウ
ン
ド
（
200
）／
5　

請
願
採
択
へ
向
け
て
の
奔
走
：
帝
国
議
会
に



5 目　次

お
け
る
攻
防
・
第
四
ラ
ウ
ン
ド
（
202
）／
6　

請
願
審
議
：
帝
国
議
会
に
お
け
る
攻
防
・
第
四
ラ
ウ
ン
ド

（
続
）（
216
）／
7　

国
庫
補
助
実
現
後
の
次
の
一
手
（
218
）／
8　

貧
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
昆
蟲
翁
（
220
）／

終
　
章
　
総
括

★

―
―

★

華
族
動
物
学
者
た
ち
の
評
価

　�

　

223

1　

ど
の
生
き
物
を
研
究
対
象
に
す
る
か
は
カ
ネ
で
決
ま
っ
た
か
？
（
223
）／
2　

金
持
ち
貴
族
の
昆
虫
コ
レ

ク
タ
ー
を
輩
出
で
き
な
か
っ
た
近
代
日
本
（
225
）／
3　

帝
国
議
会
議
員
と
し
て
の
通
信
簿

★

―
―

★

華
族
動
物
学

者
の
貧
弱
な
政
治
力
（
227
）

注参
考
文
献

あ
と
が
き

索
引





7

序
　
章
　
華
族
と
華
族
動
物
学
者
た
ち

本
書
『
近
代
華
族
動
物
学
者
列
伝
』
で
描
く
の
は
、
華
族
と
呼
ば
れ
る
特
権
的
な
家
々
に
生
ま
れ
た
動
物
学
者
た
ち
の
生

き
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
を
列
伝
形
式
に
し
た
の
に
は
意
味
が
あ
る
。
筆
者
は
史
伝
作
家
の
海
音
寺
潮
五
郎
の
フ
ァ
ン

で
、
な
か
で
も
愛
読
し
た
の
が
『
武
将
列
伝
』『
悪
人
列
伝
』
で
あ
る
。
ま
た
、
新
保
良
明
『
ロ
ー
マ
帝
国
愚
帝
列
伝
』
も

著
者
の
筆
致
が
軽
快
で
あ
る
う
え
に
、
ま
た
ロ
ー
マ
帝
国
に
は
愚
帝
の
登
場
が
相
次
ぐ
素
因
が
も
と
も
と
あ
っ
た
こ
と
が
、

わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
一
冊
の
本
全
体
で
、
単
独
の
人
物
を
描
き
切
る
専
門
書
は
、
概
し
て
敷
居
が
高
い
。
そ

こ
で
筆
者
は
、
華
族
動
物
学
者
た
ち
の
生
涯
は
、
章
ご
と
に
主
役
が
入
れ
替
わ
る
列
伝
形
式
で
描
く
方
が
な
じ
み
や
す
い
と

考
え
た
。
第
一
章
以
降
、
こ
の
列
伝
形
式
で
華
族
動
物
学
者
た
ち
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
前
に
、
序
章
で
は
そ
も
そ
も

華
族
と
は
何
か
、
ま
た
華
族
動
物
学
者
は
な
ぜ
帝
国
議
会
に
も
籍
を
置
い
て
い
た
か
な
ど
を
解
説
し
よ
う
。

●
1

　

―
　

華
族
制
度
と
華
族
学
者
た
ち

榎
本
武
揚
率
い
る
旧
幕
府
軍
が
函
館
で
降
伏
し
た
翌
月
の
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
六
月
、「
公
卿
諸
侯
之
称
廃
せ
ら
れ
、

改
て
華
族
と
称
す
べ
し
」
と
の
行
政
官
達
第
五
四
三
号
で
、
公
家
と
諸
侯
（
藩
主
）
を
あ
わ
せ
た
華
族
と
い
う
貴
族
集
団
が

設
定
さ
れ
た
。
明
治
二
年
の
時
点
で
は
、
公
家
や
諸
侯
は
「
華
族
」
と
の
一
括
り
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
政
府
内
の

種
々
の
議
論
を
経
て
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
の
が
華
族
令
で
あ
る
。
こ
の
華
族
令
に
よ
っ
て
、
公
、
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侯
、
伯
、
子
、
男
爵
の
五
種
の
爵
位
お
よ
び
そ
の
序
列
、
華
族
の
特
権
や
義
務
が
規
定
さ
れ
、
近
代
華
族
制
度
が
整
っ
た
。

そ
し
て
、
華
族
た
ち
は
祖
国
が
大
東
亜
戦
争
に
敗
れ
た
後
、
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
五
月

三
日
の
そ
の
日
ま
で
、
そ
の
地
位
と
特
権
を
保
持
し
続
け
た
。

明
治
維
新
後
、
旧
公
家
や
大
名
、
そ
し
て
維
新
の
勲
功
に
よ
っ
て
爵
位
を
得
た
華
族
の
子
息
た
ち
は
、
公
務
（
陸
海
軍
人

や
官
吏
）、
銀
行
業
、
交
通
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
職
種
に
就
い
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
分
野
が
博
物
学
で
あ
る
。

研
究
に
没
頭
で
き
る
時
間
と
経
済
力
を
持
ち
、
ま
た
専
門
書
に
触
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
華
族
が
、
い
わ
ば
趣
味
的
な
学
問

の
博
物
学
の
世
界
に
雄
飛
し
た
の
は
あ
る
意
味
当
然
だ
（
注
①
）。
山
階
鳥
類
研
究
所
を
設
立
し
た
山
階
芳
麿
侯
爵
（
一
九
〇

〇
―
一
九
八
九
）
や
、〝
鳥
の
公
爵
〟
と
称
さ
れ
た
鷹
司
信
輔
公
爵
（
一
八
八
九
―
一
九
五
九
）、
黒
田
長
禮
侯
爵
（
一
八
八
九

―
一
九
七
八
）、
生
物
地
理
学
の
蜂
須
賀
線
に
名
を
残
す
蜂
須
賀
正
氏
侯
爵
（
一
九
〇
三
―
一
九
五
三
）
な
ど
の
鳥
類
学
者
た

ち
が
そ
の
代
表
と
い
え
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
錚
々
た
る
鳥
類
学
者
た
ち
か
ら
知
名
度
は
大
き
く
落
ち
る
が
、
昆
虫
学
者

（
博
物
学
者
）
の
高
千
穂
宣
麿
男
爵
（
一
八
六
四
―
一
九
五
〇
）
や
応
用
昆
虫
学
者
の
中
川
久
知
（
一
八
五
九
―
一
九
二
一
）、
蝶

類
学
者
の
仁
禮
景
雄
（
一
八
八
四
―
一
九
二
六
）
な
ど
も
華
族
動
物
学
者
で
あ
る
。

こ
こ
で
小
田
部
雄
次
『
華
族
』
を
参
考
に
し
て
、
華
族
制
度
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
爵
位
所
持
者
と
華
族

は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
爵
位
は
そ
の
家
の
戸
主
だ
け
が
持
つ
。
一
方
、
華
族
と
は
爵
位
を
持
つ
戸
主
と
、
そ
の
同
一
戸
籍

の
家
族
全
体
を
指
す
。
よ
う
す
る
に
、
爵
位
を
持
つ
家
の
当
主
に
加
え
、
配
偶
者
や
子
女
全
員
が
華
族
だ
が
、
戸
主
の
次
男

や
三
男
が
分
家
し
た
り
、
娘
が
平
民
の
家
に
嫁
に
行
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
時
点
で
華
族
で
は
な
く
な
る
。
前
述
の
中
川
久

知
や
仁
禮
景
雄
は
華
族
動
物
学
者
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
次
男
坊
と
四
男
坊
な
の
で
、
中
川
伯

爵
家
と
仁
禮
子
爵
家
を
継
ぐ
こ
と
は
な
く
、
終
生
爵
位
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
両
名
は
若
く
し
て
実
家
か
ら
分

家
し
た
の
で
、
平
民
と
し
て
生
涯
を
終
え
て
い
る
（
注
②
）。
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●
2

　

―
　

爵
位
と
経
済
力

明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
、
旧
公
卿
や
諸
侯
へ
の
爵
位
は
明
治
以
前
の
家
格
や
石
高
な
ど
を
基
準
に
し
た
叙
爵
内
規
に

従
っ
て
、
各
家
に
授
け
ら
れ
た
。
爵
位
決
定
は
こ
の
叙
爵
内
規
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
戊
辰
戦
争
で
賊
軍
と
な

っ
た
藩
主
は
低
い
爵
位
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
俗
説
に
す
ぎ
な
い
。
叙
爵
内
規
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
浅
見

雅
男
『
華
族
誕
生
』
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
内
規
に
従
っ
た
結
果
、
旧
公
卿
の
場
合
、
五
摂
家
は
公
爵
、
太
政
大

臣
に
な
れ
る
家
格
の
清
華
家
は
侯
爵
、
内
大
臣
や
大
納
言
を
極
官
と
す
る
大
臣
家
等
は
伯
爵
と
な
っ
た
。
一
方
、
旧
大
名
の

場
合
は
、
徳
川
宗
家
と
、
維
新
に
絶
大
な
功
が
あ
っ
た
島
津
・
毛
利
両
家
が
公
爵
、
徳
川
御
三
家
や
現
米
一
五
万
石
以
上
の

大
藩
が
侯
爵
、
旧
御
三
卿
や
現
米
一
五
万
石
未
満
の
中
藩
が
伯
爵
、
現
米
五
万
石
未
満
の
小
藩
が
子
爵
に
振
り
分
け
ら
れ
た
。

極
端
に
単
純
に
い
う
と
、
江
戸
期
の
藩
の
石
高
で
旧
藩
主
の
お
お
よ
そ
の
爵
位
が
決
ま
っ
た
。
無
論
、
旧
領
の
大
き
さ
だ
け

で
単
純
に
爵
位
が
決
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
仙
台
伊
達
家
と
越
前
松
平
家
は
、
江
戸
期
は
そ
れ
ぞ
れ
六
二
万

石
と
三
二
万
石
の
国
持
大
名
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
授
け
ら
れ
た
爵
位
は
と
も
に
伯
爵
で
あ
る
（
越
前
松
平
家
は
維

新
の
功
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
侯
爵
に
陞
爵
し
た
）（
注
③
）。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
書
で
取
り
上
げ
る
鷹
司
信
輔
は
旧
五
摂
家

出
身
な
の
で
公
爵
、
黒
田
長
禮
と
蜂
須
賀
正
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
万
石
お
よ
び
二
五
万
石
の
旧
大
名
家
な
の
で
侯
爵
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

旧
公
家
・
大
名
以
外
で
は
、
維
新
で
活
躍
し
た
旧
藩
士
の
志
士
た
ち
も
授
爵
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
大
神
社
の
中
か
ら
神

職
一
四
家
が
男
爵
の
爵
位
を
授
け
ら
れ
た
。
第
六
章
の
博
物
学
者
高
千
穂
宣
麿
は
、
こ
の
神
職
華
族
の
一
員
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
明
治
以
降
、
西
南
戦
争
、
日
清
・
日
露
両
戦
役
で
軍
功
を
立
て
た
軍
人
や
、
外
交
や
内
政
で
顕
著
な
功
績
を
あ
げ
た
も

の
も
順
次
、
華
族
に
列
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
仁
禮
景
雄
の
父
・
景
範
は
西
南
戦
争
等
の
功
績
に
よ
っ
て
子
爵
と
な
っ
た
海
軍

軍
人
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
第
七
章
の
田
中
芳
男
は
、
長
年
の
官
僚
お
よ
び
貴
族
院
議
員
と
し
て
の
業
績
に
よ
っ
て
、
死
去
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半
年
前
に
男
爵
と
な
っ
た
。
い
わ
ば
本
人
の
実
力
で
爵
位
を
勝
ち
取
っ
た
点
で
、
家
柄
だ
け
で
華
族
と
な
っ
て
い
た
黒
田
や

高
千
穂
ら
と
は
事
情
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。

細
か
い
爵
位
の
話
は
さ
て
お
き
、
華
族
の
経
済
力
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
近
代
日
本
の
華
族
は
お
お
よ
そ
欧
州
の
貴

族
に
該
当
す
る
が
、
華
族
の
皆
が
皆
金
持
ち
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
奈
良
興
福
寺
の
僧
職
で
、
明
治
以
降
還
俗
し
て
華
族

に
列
せ
ら
れ
た
二
六
家
を
奈
良
華
族
と
呼
ぶ
が
、
経
済
的
に
苦
し
か
っ
た
い
く
つ
か
の
家
は
後
に
爵
位
を
返
上
し
て
し
ま
っ

た
。
華
族
と
し
て
の
体
面
を
保
つ
資
産
が
な
い
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。

明
治
以
降
、
華
族
た
ち
は
起
業
や
投
資
に
よ
っ
て
資
産
形
成
に
励
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
蓄
財
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は

運
と
力
量
次
第
で
あ
る
。
蜂
須
賀
侯
爵
家
の
よ
う
に
北
海
道
に
日
本
有
数
の
大
農
場
を
経
営
で
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
仁

禮
子
爵
家
は
農
場
お
よ
び
塩
田
経
営
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
（
第
八
章
）。

旧
諸
侯
の
武
家
華
族
は
概
し
て
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
旧
石
高
が
五
万
石
以
上
の
武
家
華
族
は
、
第
十
五
国
立
銀
行

に
預
金
し
た
禄
券
額
の
利
子
だ
け
で
生
活
で
き
た
の
で
、
無
職
の
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
（
刑
部
『
三
条
実
美
』）。
そ
し
て
、

明
治
以
前
の
石
高
の
大
き
さ
が
維
新
以
後
の
彼
ら
の
経
済
力
を
測
る
目
安
と
な
る
。
さ
ら
に
、
江
戸
期
の
石
高
と
爵
位
は
ほ

ぼ
直
結
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
言
う
と
爵
位
の
差
は
経
済
力
の
差
で
も
あ
る
。
鳥
類
学
者
で
黒
田
長
禮
と

蜂
須
賀
正
氏
の
両
侯
爵
が
世
界
の
あ
ち
こ
ち
を
回
り
、
鳥
類
の
剥
製
標
本
を
か
き
集
め
ら
れ
た
の
は
、
一
に
も
二
に
も
彼
ら

が
旧
大
大
名
の
侯
爵
で
、
自
在
に
使
え
る
カ
ネ
を
潤
沢
に
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
華
族
動
物
学
者
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
千
穂
宣
麿
の
採
集
旅
行
の
行
き
先
が
せ
い
ぜ
い
琉
球
に
留
ま
っ
た
の
は
、
彼
が
神
職
の
男
爵
で
あ
り
、

常
に
カ
ネ
に
困
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
蝶
類
学
者
の
仁
禮
景
雄
は
南
米
と
欧
州
を
巡
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
仁
禮

は
雑
誌
記
者
と
し
て
の
仕
事
で
海
外
渡
航
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
実
家
の
仁
禮
子
爵
家
の
資
産
に
頼
っ
た
渡
欧
で
は
な
い
。
実

際
、
彼
の
南
米
と
欧
州
滞
在
が
、
後
の
研
究
成
果
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
雑
誌
記
者
と
し
て
渡
欧
し
て
い
る
以

上
、
仁
禮
は
現
地
で
虫
捕
り
網
を
ふ
る
っ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
海
外
で
自
由
気
ま
ま
に
鳥
を
追
え
た
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黒
田
や
蜂
須
賀
と
は
事
情
が
大
き
く
異
な
る
。

爵
位
の
違
い
が
生
み
出
す
経
済
力
の
著
し
い
格
差
。
こ
の
カ
ネ
の
有
無
が
、
華
族
動
物
学
者
の
研
究
対
象
の
選
択
に
大
き

く
影
響
し
た
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
仮
説
で
あ
り
、
本
書
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
書

末
の
終
章
で
総
括
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

●
3

　

―
　

帝
国
議
会
議
員
の
華
族
動
物
学
者
た
ち

こ
こ
で
本
書
に
て
取
り
上
げ
る
華
族
動
物
学
者
た
ち
を
専
門
分
野
と
と
も
に
爵
位
順
に
列
記
し
て
み
よ
う
。

（
1
）
鷹
司
信
輔
公
爵
、
鳥
類
学
。

（
2
）
黒
田
長
禮
侯
爵
、
鳥
類
学
。

（
3
）
蜂
須
賀
正
氏
侯
爵
、
鳥
類
学
。

（
4
）
三
島
弥
太
郎
子
爵
、
昆
虫
学
。

（
5
）
高
千
穂
宣
麿
男
爵
、
博
物
学
（
昆
虫
学
）。

（
6
）
田
中
芳
男
男
爵
、
博
物
学
。

（
7
）
中
川
久
知
、
応
用
昆
虫
学
。

（
8
）
仁
禮
景
雄
、
昆
虫
学
（
蝶
類
学
）。

（
9
）
名
和
靖
（
平
民
）、
昆
虫
学
。

本
章
1
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
川
と
仁
禮
は
華
族
家
の
生
ま
れ
で
は
あ
る
が
、
爵
位
は
な
い
。
ま
た
、（
9
）
の
名
和

靖
は
平
民
な
の
で
、
本
来
な
ら
『
近
代
華
族
動
物
学
者
列
伝
』
に
掲
載
さ
れ
る
資
格
の
な
い
、
い
わ
ば
番
外
者
で
あ
る
。
し
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か
し
、
彼
が
設
立
し
た
私
立
の
昆
虫
研
究
所
が
、
華
族
動
物
学
者
た
ち
の
強
力
な
支
援
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
華
族
学
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
名
和
を
援
助
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
あ
え
て
名
和
を
本
書
で

取
り
上
げ
た
次
第
で
あ
る
。

こ
れ
ら
九
名
の
学
者
の
う
ち
、
有
爵
位
者
の
上
位
六
名
は
い
ず
れ
も
貴
族
院
議
員
で
あ
る
。
ま
た
、
七
番
目
の
中
川
久
知

は
衆
議
院
議
員
を
一
期
務
め
た
。
つ
ま
り
、
全
九
名
の
う
ち
七
名
は
、
今
風
に
い
う
と
国
会
議
員
経
験
者
で
あ
る
。

現
在
の
国
会
議
員
は
、
議
員
に
な
り
た
い
人
が
必
死
に
選
挙
活
動
を
し
た
後
に
な
れ
る
職
業
だ
。
衆
議
院
の
選
挙
制
度
に

つ
い
て
は
、
戦
前
の
帝
国
議
会
と
戦
後
の
国
会
で
似
通
る
部
分
は
多
い
。
中
川
久
知
は
現
在
の
与
野
党
代
議
士
の
ご
と
く
、

涙
ぐ
ま
し
い
選
挙
活
動
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
地
位
を
得
た
（
第
四
章
）。
一
方
で
、
帝
国
議
会
の
貴
族
院
は
、
議
員

の
選
出
方
法
が
戦
後
の
衆
議
院
と
参
議
院
と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
そ
し
て
、
そ
の
独
特
な
選
出
方
法
は
、
鷹
司
や
蜂
須
賀
、

黒
田
な
ど
の
議
員
活
動
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
二
月
公
布
の
貴

族
院
令
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
議
員
で
も
っ
て
貴
族
院
を
構
成
す
る
と
定
め
ら
れ
た
。

（
1
）
皇
族
（
た
だ
し
成
年
男
子
の
み
）

（
2
）
満
二
五
歳
以
上
の
公
爵
と
侯
爵

（
3
）
満
二
五
歳
以
上
の
伯
爵
・
子
爵
・
男
爵
か
ら
互
選
で
選
ば
れ
た
も
の
。
任
期
七
年

（
4
）
満
三
〇
歳
以
上
男
子
で
、
国
家
に
勲
労
が
あ
る
、
ま
た
は
学
識
が
あ
る
も
の
か
ら
勅
任
さ
れ
た
も
の

（
5
）
各
府
県
で
満
三
〇
歳
以
上
の
男
子
の
多
額
納
税
者
か
ら
互
選
で
選
ば
れ
た
も
の
。
任
期
七
年

爵
位
は
男
性
し
か
持
て
な
い
の
で
、
必
然
的
に
（
1
）
か
ら
（
5
）
ま
で
す
べ
て
が
男
性
と
な
る
。
衆
議
院
も
含
め
戦
前

日
本
に
は
女
性
国
会
議
員
が
い
な
か
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
だ
。
本
書
で
扱
う
鷹
司
、
黒
田
、
蜂
須
賀
、
三
島
、
高
千
穂
、
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田
中
の
六
人
の
貴
族
院
議
員
の
う
ち
、
鷹
司
、
黒
田
、
蜂
須
賀
は
公
侯
爵
家
の
生
ま
れ
だ
か
ら
、
二
五
歳
以
上
に
な
り
、
か

つ
親
か
ら
爵
位
を
受
け
継
い
だ
時
点
で
、
自
動
的
に
世
襲
の
貴
族
院
議
員
に
な
っ
た
。
本
書
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
鳥
類

学
者
の
山
階
芳
麿
の
爵
位
は
侯
爵
な
の
で
、
彼
も
ま
た
貴
族
院
議
員
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
公
侯
爵
議
員
は
議
員
歳
費
を
も

ら
え
な
か
っ
た
の
で
（
内
藤
『
貴
族
院
』）、
彼
ら
は
議
員
に
な
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
義
務
と
し
て
議
員
を
さ
せ
ら
れ
る
と

表
現
し
た
方
が
正
し
い
。
こ
の
三
人
の
議
員
活
動
が
概
し
て
低
調
だ
っ
た
の
も
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。

次
に
三
島
子
爵
と
高
千
穂
男
爵
は
、
選
挙
で
勝
た
な
け
れ
ば
議
員
に
な
れ
な
い
。
貴
族
院
に
解
散
は
な
い
の
で
選
挙
は
七

年
ご
と
に
行
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
た
だ
し
、
議
員
の
死
去
等
で
欠
員
が
生
じ
る
と
任
期
途
中
で
も
補
欠
選
挙
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
伯
子
男
爵
の
議
員
選
挙
は
同
爵
位
者
の
な
か
で
の
互
選
な
の
で
、
爵
位
が
異
な
る
三
島
と

高
千
穂
が
票
を
争
う
と
の
事
態
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
伯
子
男
爵
議
員
選
挙
は
あ
く
ま
で
互
選
が
建
前
な
の
で
、
立
候
補

し
た
人
間
が
昇
り
を
立
て
て
自
分
の
名
前
を
街
頭
で
連
呼
す
る
方
式
で
は
な
い
。
形
式
と
し
て
は
小
中
学
校
の
ク
ラ
ス
委
員

長
の
選
出
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
た
だ
、
し
ょ
せ
ん
そ
こ
は
政
治
の
世
界
。
選
挙
が
近
づ
く
と
、
議
員
ポ
ス
ト
を
め

ぐ
っ
て
、
虚
々
実
々
の
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
。
伯
子
男
爵
議
員
は
高
い
給
料
が
も
ら
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
議
員
に

な
り
た
い
華
族
は
同
じ
爵
位
を
持
つ
有
力
者
宅
を
訪
ね
、「
次
の
選
挙
で
は
、
な
に
と
ぞ
拙
者
を
よ
ろ
し
く
」
と
頼
み
込
ん

だ
（
注
④
）。
財
政
基
盤
が
弱
く
、
議
員
歳
費
が
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
い
子
男
爵
華
族
は
、
死
に
物
狂
い
で
運
動
し

た
は
ず
で
あ
る
。
三
島
弥
太
郎
は
子
爵
の
実
力
者
だ
っ
た
か
ら
、
選
挙
の
た
び
に
気
を
揉
む
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、

政
界
の
有
力
者
で
は
な
か
っ
た
高
千
穂
は
違
う
。
こ
の
人
は
議
員
に
な
り
た
く
て
な
り
た
く
て
、
必
死
に
運
動
し
、
よ
う
や

く
議
員
ポ
ス
ト
を
つ
か
ん
だ
。
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
で
述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

一
方
、
田
中
芳
男
（
第
七
章
）
は
高
千
穂
と
同
じ
男
爵
で
あ
る
が
、
男
爵
華
族
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
議
員
で
は
な
く
、

（
4
）
の
終
身
の
勅
選
議
員
に
該
当
す
る
。
よ
っ
て
、
田
中
は
七
年
ご
と
の
選
挙
に
杞
憂
す
る
こ
と
な
く
、
議
員
活
動
に
打

ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
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華
族
履
歴
と
参
議
院
所
蔵
の
議
員
履
歴
書

華
族
た
ち
の
生
涯
を
知
る
一
つ
の
重
要
資
料
が
『
華
族
履
歴
』
で
あ
る
。『
華
族
履
歴
』
と
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
が
所
蔵

す
る
資
料
の
一
群
で
、
文
字
ど
お
り
華
族
個
人
の
履
歴
書
が
収
録
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
記
載
項
目
は
既
刊
の
『
昭
和

新
修
華
族
家
系
大
成
』『
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
』
の
旧
華
族
名
簿
資
料
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
履
歴
書
の
原
文

自
体
は
未
刊
行
の
ま
ま
だ
。
各
華
族
の
履
歴
書
の
中
身
は
、
書
式
が
ま
っ
た
く
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
福
井
藩

士
の
堤
正
誼
男
爵
（
維
新
後
は
宮
内
官
僚
）
の
履
歴
書
に
は
幕
末
の
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
禁
門
の
変
で
敵
を
一
人
討
ち
取

っ
た
、
と
の
個
人
的
武
者
働
き
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
同
じ
く
福
井
藩
出
身
の
医
師
の
岩
佐
純
男
爵
の
履
歴
に

は
生
年
以
外
の
明
治
維
新
前
の
項
目
が
一
切
な
い
の
で
あ
る
（
拙
文
「
福
井
藩
医
師
岩
佐
純
及
び
橋
本
綱
常
履
歴
書
」）。
ま
た
、

鷹
司
信
輔
の
履
歴
書
は
華
族
制
度
が
消
滅
し
た
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
で
途
切
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
高
千
穂
宣
麿

は
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
に
死
去
し
た
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
高
千
穂
に
つ
い
て
は
、
華
族
制
度
が

な
く
な
っ
て
以
降
も
、『
華
族
履
歴
』
に
死
去
の
項
目
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
点
は
不
明
だ
。
何
は
と
も
あ
れ
、

華
族
学
者
た
ち
の
生
涯
を
知
る
う
え
で
、
彼
ら
の
履
歴
書
は
重
要
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、『
華
族
履
歴
』
は
彼
ら
の
職
歴
だ

け
で
な
く
、「
年
俸
〇
円
」
な
ど
、
彼
ら
が
も
ら
っ
た
カ
ネ
の
動
き
が
一
部
読
み
取
れ
る
点
も
大
変
あ
り
が
た
い
。

貴
族
院
に
籍
を
置
い
た
華
族
学
者
の
別
の
履
歴
書
と
し
て
、
現
在
の
参
議
院
が
所
蔵
し
て
い
る
『
貴
族
院
議
員
履
歴
書
』

が
あ
る
。
現
物
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
参
議
院
事
務
局
に
「
誰
そ
れ
の
履
歴
書
を
見
た
い
」
と
申
し
込

む
。
す
る
と
、
後
日
事
務
局
で
翻
刻
さ
れ
た
も
の
が
送
付
さ
れ
て
く
る
と
の
手
順
を
踏
む
。『
貴
族
院
議
員
履
歴
書
』
は
、

記
載
項
目
が
貴
族
院
議
員
に
な
っ
て
い
る
時
期
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
内
容
そ
の
も
の
は
『
華
族
履
歴
』
と
比

べ
る
と
少
な
い
。
し
か
し
、『
華
族
履
歴
』
未
記
載
の
項
目
も
若
干
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
調
べ
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。

な
お
、
筆
者
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
現
在
の
衆
議
院
事
務
局
か
ら
は
「
衆
議
院
は
戦
前
の
衆
議
院
議
員
の
履
歴
書
を
保
管
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せ
ず
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

●
5

　

―
　

帝
国
議
会
議
事
録
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
：
憲
政
史
上
初
の
乱
闘
議
会
を
例
に
し
て

本
書
は
、
九
人
の
動
物
学
者
を
取
り
上
げ
る
が
、
科
学
史
視
点
で
彼
ら
の
研
究
業
績
の
再
評
価
を
試
み
る
の
は
主
な
目
的

で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
九
人
の
学
者
の
う
ち
、
七
人
は
帝
国
議
会
議
員
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
議
会
議
事
録
か
ら
帝
国
議

会
の
本
議
会
や
委
員
会
の
場
で
彼
ら
が
何
を
語
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
一
番
大
き
な
狙
い
だ
。
で
は
、

な
ぜ
筆
者
は
議
会
議
事
録
に
こ
だ
わ
る
の
か
？

そ
れ
は
、
議
事
録
が
彼
ら
の
貴
重
な
肉
声
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

議
会
議
事
録
が
当
時
の
議
員
た
ち
の
発
言
、
そ
し
て
下
ら
な
い
ヤ
ジ
ま
で
も
い
か
に
正
確
に
記
録
し
て
い
る
か
。
こ
こ
で
、

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
一
二
月
開
会
の
第
二
二
回
帝
国
議
会
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
議
会
で
可
決
さ
れ
た
法
案

の
一
つ
が
鉄
道
国
有
化
法
案
で
あ
る
が
、
進
歩
党
を
中
心
と
し
て
反
対
意
見
が
根
強
く
、
議
場
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
翌
明

治
三
九
年
三
月
一
六
日
、
国
有
化
法
案
は
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
の
ち
、
審
議
は
貴
族
院
に
移
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
幅
な
修

正
が
行
わ
れ
た
後
、
修
正
案
が
同
月
二
七
日
に
可
決
さ
れ
た
。
同
日
は
議
会
最
終
日
だ
っ
た
の
で
、
た
だ
ち
に
貴
族
院
の
修

正
案
が
衆
議
院
に
回
付
さ
れ
、
再
審
議
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
反
対
の
怒
号
が
乱
れ
飛
ん
だ
。
こ
こ
で
同
法
案
の
特
別
委

員
会
委
員
長
で
、
与
党
・
立
憲
政
友
会
の
長
谷
場
純
孝
が
「
も
は
や
議
論
は
す
で
に
尽
き
て
い
る
。
よ
っ
て
、
討
論
を
省
略

し
、
直
ち
に
採
決
す
べ
し
」
と
の
緊
急
動
議
を
提
出
す
る
と
、
反
対
派
の
怒
り
は
最
高
潮
に
達
し
た
。
こ
こ
に
、
日
本
憲
政

史
上
初
の
乱
闘
が
勃
発
す
る
こ
と
と
な
る
（
老
川
『
日
本
鉄
道
史
』）。
長
谷
場
が
動
議
を
提
出
し
た
直
後
か
ら
の
様
子
を
、

議
事
録
か
ら
再
現
し
て
み
よ
う
。

与
野
党
の
間
で
長
谷
場
の
緊
急
動
議
に
対
し
て
「
賛
成
賛
成
！
」「
そ
ん
な
不
当
な
こ
と
は
な
い
！
」
と
の
怒
号
の
応
酬

と
な
っ
た
。
議
事
録
は
そ
の
様
子
を
「
議
論
喧
囂
ヲ
極
ム
」
と
形
容
す
る
。
衆
議
院
議
長
で
立
憲
政
友
会
の
杉
田
定
一
が

「
静
か
に
願
い
ま
す
」
と
何
度
も
た
し
な
め
る
も
、
議
場
は
ま
っ
た
く
鎮
ま
る
気
配
が
な
い
。
ま
ず
は
長
谷
場
提
出
の
緊
急
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動
議
の
採
決
と
な
り
、
賛
成
起
立
者
多
数
で
可
決
と
な
っ
た
が
、
反
対
派
は
「
異
議
あ
り
異
議
あ
り
！
」
と
叫
び
続
け
る
。

対
し
て
長
谷
場
は
「
議
長
の
命
に
従
わ
ぬ
も
の
は
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
た
い
」
と
反
対
派
の
野
党
側
を
挑
発
す
る
。
こ
の
騒
然

と
し
た
な
か
、
森
本
駿
議
員
が
「
議
場
に
お
い
て
腕
力
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
！　

議
長
の
命
に
従
わ
な
い
奴
は
誰

だ
！
」
と
ヤ
ジ
を
飛
ば
し
た
。
議
事
録
の
森
本
の
発
言
か
ら
、
こ
の
時
点
で
議
場
が
す
で
に
暴
力
沙
汰
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
反
対
派
の
福
井
三
郎
議
員
は
「
今
の
採
決
は
不
当
だ
！
」
と
大
声
を
あ
げ
る
が
、
与
党
側
も
「
議
長
の
命

令
に
従
え
！
」
と
や
り
返
す
。
こ
の
後
も
議
事
録
に
は
「
議
場
騒
然
」
と
の
単
語
が
何
度
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
鉄
道

国
有
化
法
案
の
修
正
案
は
、
こ
の
日
の
衆
議
院
で
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

な
お
、
同
月
二
八
日
付
東
京
朝
日
新
聞
、
東
京
二
六
新
聞
、
都
新
聞
、
萬
朝
報
な
ど
の
諸
新
聞
の
記
事
か
ら
補
足
す
る
と
、

長
谷
場
提
出
の
緊
急
動
議
の
採
決
直
後
に
法
案
反
対
派
の
複
数
の
議
員
が
怒
っ
て
杉
田
議
長
を
取
り
囲
ん
だ
。
当
然
、
与
党

側
の
議
員
は
自
派
の
議
長
を
守
る
た
め
に
駆
け
つ
け
た
の
で
、
議
長
前
席
の
演
壇
で
与
野
党
議
員
間
の
大
格
闘
が
始
ま
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
多
数
の
守
衛
が
出
動
し
て
、
こ
の
騒
動
を
取
り
鎮
め
、
杉
田
議
長
は
何
と
か
緊
急
動
議

の
可
決
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
が
日
本
憲
政
史
上
初
の
乱
闘
議
会
の
顛
末
で
あ
る
。
も
は
や
コ
ン
ト
の
域
に
達
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
議
場
が
こ

こ
ま
で
大
混
乱
に
陥
っ
た
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
鉄
道
国
有
化
法
案
は
賛
否
が
激
し
く
ぶ
つ
か
る
案
件
だ
っ
た
か
ら
だ
が
、
も

う
一
つ
は
杉
田
定
一
議
長
の
議
会
運
営
の
手
腕
が
稚
拙
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
杉
田
は
福
井
市
の
豪
農
出
身
で
自
由
民
権
運

動
た
た
き
上
げ
の
政
治
家
だ
。
彼
は
地
元
で
は
今
や
大
変
な
英
雄
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
業
績
に
対
し
て
過
大
評
価
が
あ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
杉
田
は
議
長
と
し
て
失
敗
し
た
こ
と
一
度
な
ら
ず
、
加
え
て
声
が
小
さ
い
と
の
致
命
的
弱
点
を
持
っ

て
い
た
（
拙
文
「
新
聞
報
道
か
ら
見
た
政
党
政
治
家
杉
田
定
一
」）。
彼
は
平
時
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
乱
闘
国
会
を
鎮
め
る
に

は
、
あ
ま
り
に
も
不
向
き
な
議
長
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

何
は
と
も
あ
れ
、
帝
国
議
会
議
事
録
が
当
時
の
議
員
た
ち
の
肉
声
や
振
る
舞
い
を
い
か
に
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
か
が
お
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判
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
う
。

●
6

　

―
　

華
族
動
物
学
者
議
員
は
帝
国
議
会
で
何
を
語
っ
た
の
か
？

こ
の
よ
う
に
、
議
会
議
事
録
は
議
場
に
お
け
る
真
剣
な
討
論
だ
け
で
な
く
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ヤ
ジ
の
類
ま
で
漏
ら
さ

ず
記
録
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
登
壇
し
た
帝
国
議
会
議
員
が
、
個
々
の
法
案
に
い
か
な
る
見
解
を
述
べ
た
か
、
後
世
の
我
々

に
す
べ
て
筒
抜
け
だ
。
議
員
の
個
人
史
に
重
き
を
お
く
著
作
を
書
き
た
い
な
ら
、
議
会
議
事
録
は
彼
ら
の
肉
声
を
録
音
し
た
、

ま
さ
に
宝
の
山
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
華
族
動
物
学
者
議
員
た
ち
の
帝
国
議
会
に
お
け
る
言
動
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
焦
点
が
ま
っ
た
く
当

て
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
不
可
解
と
い
う
ほ
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
村
上
紀
史
郎
氏
の
蜂
須
賀
正
氏
の
伝
記
『
絶
滅
鳥
ド
ー
ド

ー
を
追
い
求
め
た
男
』
が
あ
る
。
蜂
須
賀
の
伝
記
と
し
て
は
最
も
詳
細
な
力
作
で
あ
る
が
、
蜂
須
賀
が
貴
族
院
議
員
に
な
っ

た
と
の
事
実
は
記
す
も
の
の
、
彼
の
議
員
活
動
に
関
す
る
著
述
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で
あ
る
。
ま
た
、「
博
物
館
建
設
の
父
」
と
し

て
知
ら
れ
る
田
中
芳
男
も
、
膨
大
な
関
連
研
究
論
文
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
中
が
い
か
な
る
議
員
活
動
を
し
て
い

た
か
、
と
な
る
と
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
博
物
館
設
立
の
建
議
案
の
発
議
者
に
な
っ
た
こ
と
以
外
、
誰
も
文
章
に
し

て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
「
せ
っ
か
く
議
会
の
議
事
録
が
残
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
で
は
宝
の
持
ち
腐
れ
で
は
な
い
か
」
と

痛
感
し
、
五
年
ほ
ど
前
か
ら
華
族
動
物
学
者
の
議
会
に
お
け
る
発
言
を
拾
っ
て
き
た
。
高
千
穂
宣
麿
、
中
川
久
知
、
鷹
司
信

輔
、
田
中
芳
男
の
四
名
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
そ
の
成
果
を
発
表
済
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
で
は
新
た
に
蜂
須
賀
正
氏
、

黒
田
長
禮
、
三
島
弥
太
郎
の
三
名
に
つ
い
て
も
、
議
会
に
お
け
る
発
言
の
発
掘
を
試
み
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
華
族
動
物
学
者
の
多
く
は
、
帝
国
議
会
の
本
議
会
の
場
で
は
概
し
て
口
が
重
か
っ
た
。
彼
ら
は
シ
ャ

イ
だ
か
ら
な
の
か
奥
ゆ
か
し
い
か
ら
の
か
、
何
百
人
も
の
同
僚
の
前
で
堂
々
と
演
説
す
る
の
は
不
得
手
だ
っ
た
よ
う
だ
。
高

千
穂
宣
麿
、
中
川
久
知
、
蜂
須
賀
正
氏
に
い
た
っ
て
は
、
本
議
会
に
お
け
る
発
言
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
少
人
数
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の
委
員
会
に
な
る
と
話
は
別
だ
。
本
議
会
で
は
口
を
へ
の
字
に
結
ん
で
い
た
高
千
穂
で
あ
っ
た
が
、
委
員
会
の
場
で
は
卓
見

を
し
ば
し
ば
披
露
し
て
い
る
。
帝
国
議
会
の
各
委
員
会
に
つ
い
て
も
議
事
録
は
お
お
よ
そ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
も

ま
た
彼
ら
の
肉
声
資
料
で
あ
る
。

と
く
に
筆
者
が
着
目
し
た
の
は
請
願
委
員
会
の
議
事
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
請
願
委
員
会
と
は
何
か
を
簡
単
に
解
説
し
て
お

こ
う
。
請
願
は
大
日
本
帝
国
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
。
請
願
書
は
紹
介
議
員
を
通
じ
て
提
出
さ
れ
、
請
願
委
員
長

が
規
定
に
合
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
後
、
議
長
名
で
受
理
す
る
。
受
理
さ
れ
た
請
願
は
、
委
員
長
名
で
請
願
文
書
表
を

作
成
し
、
議
長
か
ら
全
議
員
に
配
布
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
請
願
委
員
会
で
審
査
さ
れ
た
後
、
採
択
す
べ
き
か
否
か
を
議
決
す

る
。
採
択
さ
れ
れ
ば
本
会
議
で
特
別
報
告
が
な
さ
れ
、
こ
こ
で
も
採
択
が
議
決
さ
れ
れ
ば
、
意
見
書
を
付
け
て
政
府
に
送
付

さ
れ
る
、
と
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
（
小
林
『
明
治
立
憲
政
治
と
貴
族
院
』）。
も
っ
と
も
請
願
が
可
決
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

実
行
を
政
府
に
強
制
で
き
は
し
な
い
が
、
帝
国
議
会
に
議
席
を
持
た
な
い
一
般
国
民
で
も
実
行
で
き
る
議
会
へ
の
直
訴
制
度

と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
当
時
の
帝
国
臣
民
は
い
か
な
る
陳
情
を
請
願
委
員
会
に
持
ち
込
ん
だ
の
か
。
具
体
的
に
は
、
自
分
た
ち
の
村
に
郵

便
局
や
神
社
を
作
れ
と
か
、
故
郷
の
山
々
を
国
立
公
園
に
編
入
し
て
ほ
し
い
と
か
、
国
立
研
究
機
関
の
地
方
支
部
の
建
設
を

求
め
る
、
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
請
願
の
内
容
は
き
わ
め
て
雑
多
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
請
願
委
員
会
に
お
け
る
各

委
員
の
発
言
か
ら
、
国
の
研
究
体
制
や
国
立
公
園
の
在
り
方
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て
彼
ら
が
ど
う
考
え
て

い
た
か
を
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

個
別
の
法
案
を
審
議
す
る
特
別
委
員
会
で
は
、
中
身
の
本
質
的
な
議
論
に
加
え
、
ど
う
し
て
も
法
案
の
文
言
の
修
正
と
い

っ
た
地
味
な
審
議
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
無
論
、
法
治
国
家
と
し
て
適
切
な
文
言
の
選
択
は
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
審

議
過
程
を
追
跡
し
て
も
面
白
く
も
何
と
も
な
い
こ
と
が
多
い
。
一
方
、
請
願
委
員
会
で
は
、
臣
民
の
陳
情
の
採
否
を
審
議
す

る
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
細
か
い
文
言
修
正
は
行
わ
れ
な
い
。
委
員
会
で
は
そ
の
陳
情
の
採
択
が
適
切
か
否
か
、
時
と
し
て
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委
員
同
士
の
意
見
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
場
と
な
る
。
し
か
も
、
委
員
会
で
は
同
日
に
多
数
の
案
件
が
扱
わ
れ
る
の
で
、「
は

い
、
次
は
こ
れ
」「
は
い
、
終
わ
り
ま
し
た
。
で
は
、
次
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
感
じ
で
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
審
議

が
進
む
。
個
々
の
請
願
案
件
に
対
す
る
議
員
の
発
言
か
ら
、
彼
ら
の
発
想
が
読
み
取
れ
て
、
非
常
に
面
白
い
の
で
あ
る
。

筆
者
に
と
っ
て
、
華
族
動
物
学
者
の
議
員
活
動
が
現
実
の
法
案
や
議
会
政
治
に
与
え
た
影
響
は
、
は
っ
き
り
い
っ
て
ど
う

で
も
よ
い
。
彼
ら
が
成
立
に
邁
進
し
た
法
案
が
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
重
要
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
三
島
弥

太
郎
を
除
く
と
、
華
族
動
物
学
者
た
ち
の
乏
し
い
政
治
力
で
は
、
政
局
に
寄
与
す
る
こ
と
は
土
台
無
理
な
話
で
あ
っ
た
。
本

書
で
は
、
華
族
動
物
学
者
議
員
の
議
会
で
の
発
言
、
と
く
に
生
き
物
や
研
究
施
設
が
絡
む
法
案
や
請
願
へ
の
彼
ら
の
発
言
か

ら
、
彼
ら
の
動
物
学
へ
の
理
念
や
問
題
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
彼
ら
の
頭
の
な
か
の
思
考
そ
の
も

の
で
あ
る
。
で
は
、
次
章
よ
り
彼
ら
の
議
員
活
動
を
中
心
と
し
た
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。


